
【新築費単価表】

□ :建物の種類・耐央1生能が「木造」「省令準耐央建物」以外の場合 単位 :千円/市
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*1延床面積が660市未満の物件にご使用ください。

□ :建物の種類・耐央性能が「木造」「省令準耐央建物」の場合

*2延床面積が660雨未満の物件にご使用ください。

□ :区分所有建物 (マンション)の場合

単位 :千円/市
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※「コンクリート造J、 「コンクリートブロック造」
のマンションに限りご使用いただけます。

【経年減価率表】
※Fll央建築物、準耐央建築物については、建物の「柱Jに応じて下表の係数を
使用してください。

※経年減価率により計算した場合の減価率が 50%を超えていても、補修 維持
管理が適切に施されており、現に使用されている建物であれば、その場合の

減価率は 50%を上限として評価します。
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「耐失建築物J、 「耐央被覆鉄骨造」

上塗基準とは…
界壁 構造柱 階層の本体はすべて
共用部分であり、専有部分側の上塗
部分だけが専有部分であるとする基
準です。

玄開

住戸室

(専有部分)

壁芯基準とは…
界壁 階層の中央部分 (壁芯および床
の中心線)ま での専有部分側は自分
の専有部分であるとする基準です。

玄関

住戸室

(専有部分)

柱は隣接 2戸の専有部分と共用部
分に3等分
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